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上越市ガス水道事業管理規程第６号 

   上越市ガス水道局事務決裁規程の一部を改正する規程 

 上越市ガス水道局事務決裁規程（昭和４６年上越市ガス水道事業管理規程第９号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２の３の表中⒁の部を削り、⒂の部を⒁の部とする。 

別表第２の５の表中⒂の部を⒃の部とし、⑵の部から⒁の部までを１部ずつ繰り下げ、⑴

の部の次に次のように加える。 

⑵ 開発行為等に伴う事前協

議に関すること。 

 ○ 関係課等 

   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


